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難
病
疾
患
な
ど
の
疾
病
に
関
す

る
啓
発
お
よ
び
支
援
の
た
め
に
、

講
演
会
な
ど
を
実
施
す
る
当
事
者

団
体
に
対
し
て
、
活
動
費
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
応
募
く

だ
さ
い
。

　
【
対
象
】難
病
疾
患
な
ど
の
疾
病

の
当
事
者
団
体
（
補
助
対
象
は
２

団
体
で
す
）

　
※
申
し
込
み
は
４
月
６
日（
月
）

～　
日
（
月
）
に
障
害
福
祉
課
地

２０
域
支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
７

へ
。
　
詳
し
く
は
同
係
へ
。

　
　
年
４
月
か
ら
始
ま
る
「
子
ど

２７
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」
の
対

象
と
な
る
保
育
園
、
認
定
こ
ど
も

園
、
新
制
度
に
移
行
す
る
幼
稚
園
、

地
域
型
保
育
施
設
の
保
育
料
が
決

ま
り
ま
し
た
。

　
保
育
料
の
決
定
通
知
は
、
保
育

園
の
場
合
、
市
か
ら
保
育
園
を
通

じ
て
通
知
し
ま
す
。
認
定
こ
ど
も

園
、
新
制
度
に
移
行
す
る
幼
稚
園
、

地
域
型
保
育
施
設
の
場
合
は
、
各

施
設
か
ら
通
知
し
ま
す
。

主

な

変

更

点

　
（
１
）認
定
こ
ど
も
園
、新
制
度

に
移
行
す
る
幼
稚
園
、
地
域
型
保

育
施
設
は
、
こ
れ
ま
で
施
設
が
定

め
る
定
額
の
保
育
料
で
し
た
が
、

４
月
か
ら
は
保
護
者
の
市
民
税
額

に
よ
る
階
層
区
分
に
応
じ
て
金
額

が
決
ま
り
ま
す

　
（
２
）保
育
園
の
保
育
料
は
、こ

れ
ま
で
所
得
税
額
に
よ
る
階
層
区

分
に
応
じ
て
算
定
し
て
い
ま
し
た

が
、
４
月
か
ら
は
市
民
税
額
が
算

定
基
礎
資
料
に
な
り
ま
す

表

の

見

方

　
（
１
）原
則
と
し
て
保
護
者（
父

母
）
の
市
民
税
所
得
割
額
を
合
算

し
た
額
で
算
定
し
ま
す

　
（
２
）児
童
の
年
齢
は
、４
月
１

日
現
在
の
年
齢
で
判
定
し
ま
す
。

年
度
途
中
に
年
齢
が
上
が
っ
て
も
、

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

　
　
年　
月
～　
年
３
月
分
の
児

２６

１２

２７

童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手

当
を
指
定
預
金
口
座
に
振
り
込
み

ま
す
。
振
込
日
は
児
童
扶
養
手
当

が
４
月　
日（
水
）、特
別
児
童
扶

１５

養
手
当
が
４
月　
日
（
金
）
で
す
。

１０

金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入
金
が
遅

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
今
回
の

振
り
込
み
は
、
改
定
前
の
金
額
で

す
）。児

童
扶
養
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
・
特
別

障
害
者
手
当
・
障
害
児

福
祉
手
当
が
改
定

　
　
年
４
月
分
か
ら
手
当
額
が
改

２７
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
【
児
童
扶
養
手
当
（
月
額
）】
全
　
市
で
は
、
在
宅
で
、
重
度
の
身

体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
愛
の
手
帳

を
お
持
ち
の
方
、
東
京
都
難
病
医

療
費
等
助
成
制
度
で
重
症
疾
病
ま

た
は
他
の
疾
病
で
重
症
認
定
を
受

け
て
い
る
方
を
対
象
に
、
タ
ク
シ

ー
代
ま
た
は
ガ
ソ
リ
ン
費
を
助
成

し
て
い
ま
す（
左
表
１
参
照
）。
な

お
、
こ
れ
ら
の
２
つ
の
制
度
に
は

所
得
制
限
（
下
表
２
参
照
）
な
ど

が
あ
り
、
ま
た
併
給
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
未
申
請
の
方
は
障
害
福
祉
課

（
市
役
所
１
階
）
で
申
請
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
以
前
受
給

し
て
い
た
方
で
対
象
要
件
を
満
た

し
受
給
を
希
望
す
る
方
は
、
改
め

て
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
該

当
す
る
場
合
、
申
請
月
か
ら
認
定

と
な
り
ま
す
。

　
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方
に
対

し
て
は
、
所
得
制
限
な
ど
の
審
査

を
行
い
、
４
月
以
降
も
更
新
と
な

っ
た
場
合
は
、
更
新
の
案
内
を
５

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
っ
て
、
公
立
小
・
中
学
校
で

掛
か
る
費
用
が
大
き
な
負
担
と
な

っ
て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
教
育

費
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

　
　
年
度
に
こ
の
制
度
を
受
け
る

２７
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
で
す
。

　
①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方

　
②
市
民
税
・
都
民
税
、
固
定
資

産
税
、
国
民
年
金
な
ど
の
掛
金
な

ど
が
減
免
の
方

　
③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
方

　
④
生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る
世

帯
（
準
要
保
護
）
で
、
生
計
を
同

一
と
す
る
家
族
全
員
の　
年
分
の

２６

総
収
入
が
認
定
基
準
以
下
の
方

　
認
定
基
準
な
ど
の
詳
細
は
、
４

月
上
旬
に
児
童
・
生
徒
を
通
じ
て

配
布
す
る
「
就
学
援
助
費
に
つ
い

て
の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
　
申
請
は
、
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
４
月　
日
（
水
）
～　
日
（
火
）

１５

２１

の
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時

～
５
時
（　
日
〈
金
〉
は
午
後
７

１７

時
ま
で
）、市
役
所
６
階
６
０
２
会

議
室
で
受
け
付
け
ま
す
。

　
詳
し
く
は
学
務
課
学
事
係
☎
４

７
０
・
７
７
７
９
へ
。

部
支
給
＝
４
万
１
０
２
０
円
→
４

万
２
０
０
０
円
▽
一
部
支
給
＝
９

６
８
０
円
～
４
万
１
０
１
０
円
→

９
９
１
０
円
～
４
万
１
９
９
０
円
。

な
お
、
多
子
加
算
に
つ
い
て
は
変

更
あ
り
ま
せ
ん

　
【
特
別
児
童
扶
養
手
当（
月
額
）】

特
児
１
級
＝
４
万
９
９
０
０
円
→

５
万
１
１
０
０
円
▽
特
児
２
級
＝

３
万
３
２
３
０
円
→
３
万
４
０
３

月
末
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、

長
期
入
院
や
施
設
入
所
し
た
方
は

受
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
届
け
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
タ
ク
シ
ー
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
（
ま

た
は
ガ
ソ
リ
ン
か
ら
タ
ク
シ
ー
）

助
成
へ
の
変
更
を
希
望
す
る
方
は
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
※
変
更
は
、
申
請
月
か
ら
認
定

と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
管
理
係
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

０
円
　
※
８
月
期
支
払
い
分
（
４
月
～

７
月
分
）
か
ら
改
定
後
の
手
当
額

と
な
り
ま
す
。

　
【
特
別
障
害
者
手
当
（
月
額
）】

２
万
６
０
０
０
円
→
２
万
６
６
２

０
円
　
【
障
害
児
福
祉
手
当
（
月
額
）】

１
万
４
１
４
０
円
→
１
万
４
４
８

０
円

　
※
５
月
期
支
払
い
分
（
２
月
～

４
月
分
）
は
、
２
月
・
３
月
分
が

改
定
前
、
４
月
分
が
改
定
後
の
金

額
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
が
児
童
青
少

年
課
助
成
支
援
係
☎
４
７
０
・
７

７
３
６
、
特
別
障
害
者
手
当
・
障

害
児
福
祉
手
当
が
障
害
福
祉
課
☎

４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

年
齢
区
分
は
変
わ
り
ま
せ
ん

　
（
３
）市
民
税
の
決
定
時
期
が
例

年
６
月
で
あ
る
た
め
、
４
月
～
８

月
分
は　
年
度
の
市
民
税
額
、
９

２６

月
分
か
ら
は　
年
度
の
市
民
税
額

２７

で
算
定
し
ま
す

　
（
４
）税
額
控
除
の
う
ち
、調
整

控
除
は
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の

他
の
税
額
控
除
が
該
当
し
て
い
る

場
合
、
控
除
前
の
税
額
で
算
定
し

ま
す
　
（
５
）非
婚
の
ひ
と
り
親
に
該
当

す
る
場
合
、
今
年
度
か
ら
寡
婦

（
夫
）
控
除
を
み
な
し
適
用
し
て

市
民
税
額
を
再
計
算
し
、
階
層
区

分
を
判
定
し
ま
す
（
書
類
提
出
が

必
要
）

　
詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
保

育
・
幼
稚
園
係
☎
４
７
０
・
７
７

４
５
へ
。

認定区分
利用施設認定区分年齢

幼稚園、認定こども園教育標準時間１号認定満３歳以上

保育園、認定こども園保育標準時間（１１時間）２号認定満３歳以上 保育短時間（８時間）
保育園、家庭的保育施設、
小規模保育施設

保育標準時間（１１時間）３号認定満３歳未満 保育短時間（８時間）
※新制度に移行しない幼稚園は、上記に該当せず、従来通り施設が定め
る保育料額になります。

教育標準時間認定（１号認定）利用者負担額
利用者負担額など
（月額）

各月初日に在籍する支給認定子どもの属する世帯の階層区分
条件階層区分

０円生活保護世帯など第１階層
０円ひとり親世帯など市民税非課税世帯（均等割のみ課税世帯を含

む）第２階層 ３,０００円ひとり親世帯など以外の世帯
１万５,１００円ひとり親世帯など市民税所得割額７万７,１００円以下の世帯第３階層 １万６,１００円ひとり親世帯など以外の世帯
２万５００円市民税所得割額２１万１,２００円以下の世帯第４階層
２万５,７００円市民税所得割額２１万１,２０１円以上の世帯第５階層

※多子軽減：年少〜小学３年生の範囲で、最年長の子どもを第１子、その下の子を第２子第３子…と数え、
第２子は半額、第３子以降は無料となります。

保育認定（２号・３号認定）利用者負担額
保育短時間保育標準時間条件階層

区分 ３号（３歳未満）２号（３歳以上）３号（３歳未満）２号（３歳以上）
０円０円０円０円生活保護世帯Ａ
０円０円０円０円ひとり親世帯などで市民税非課税世帯Ｂ１

１,４００円９００円１,５００円１,０００円ひとり親世帯などを除く市民税非課税世帯Ｂ２
３,４００円２,１００円３,５００円２,２００円市民税課税（均等割のみ）の世帯Ｃ
８,３００円６,９００円８,５００円７,１００円５万５,２００円未満の世帯

市民税所得割額が

Ｄ１
１万９００円９,５００円１万１,１００円９,７００円６万３,６００円未満の世帯Ｄ２
１万３,３００円１万１,９００円１万３,６００円１万２,２００円７万８,０００円未満の世帯Ｄ３
１万５,８００円１万４,１００円１万６,１００円１万４,４００円１０万５,６００円未満の世帯Ｄ４
１万９,８００円１万６,０００円２万２００円１万６,３００円１２万６,０００円未満の世帯Ｄ５
２万２,６００円１万８,１００円２万３,０００円１万８,５００円１４万４,０００円未満の世帯Ｄ６
２万５,３００円１万９,５００円２万５,８００円１万９,９００円１５万９,６００円未満の世帯Ｄ７
２万８,０００円２万８００円２万８,５００円２万１,２００円１７万１００円未満の世帯Ｄ８
２万９,９００円２万２,４００円３万５００円２万２,８００円１８万２,１００円未満の世帯Ｄ９
３万２,１００円２万２,６００円３万２,７００円２万３,０００円２３万１００円未満の世帯Ｄ１０
３万５,５００円２万２,９００円３万６,２００円２万３,３００円２６万９００円未満の世帯Ｄ１１
３万８,７００円２万３,２００円３万９,４００円２万３,７００円２７万８,９００円未満の世帯Ｄ１２
４万６００円２万３,６００円４万１,４００円２万４,１００円２９万９,９００円未満の世帯Ｄ１３
４万５,７００円２万３,８００円４万６,５００円２万４,３００円３４万７,９００円未満の世帯Ｄ１４
４万９,０００円２万４,４００円４万９,９００円２万４,９００円３９万８,９００円未満の世帯Ｄ１５
５万１,７００円２万４,８００円５万２,６００円２万５,３００円３９万８,９００円以上の世帯Ｄ１６

※多子世帯の軽減：幼稚園等、認定こども園、認可保育所、家庭的保育施設、小規模保育施設に子どもが在
園している場合、就学前の子どもの中で最年長の子どもを第１子、その下の子を第２子とします。その場
合、第２子は半額、第３子以降は無料となります。ただし、定められている階層区分ごとの最低保育料に
満たない場合、無料とならない場合があります。

表２　福祉タクシー等事業、
ガソリン費等助成事業の

所得制限限度額
所得制限
限度額

扶養
親族数

４７３万５,０００円０人
５１６万８,０００円１人
５６０万３,０００円２人
６０３万８,０００円３人
６４７万３,０００円４人
６９０万８,０００円５人

※扶養親族数６人以降は、１
人増すごとに４３万５,０００円
を加算します。
※ガソリン費等助成は、世帯
全員の所得確認が必要です。

表１　福祉タクシー等事業およびガソリン費等
助成事業の対象・内容など　　　

ガソリン費等助成事業福祉タクシー等事業区分

①身体障害者手帳１・２級（内部障害は３級）
②愛の手帳１・２度
③東京都難病医療費等助成制度により助成を
受けている方で、重症疾病、または他の疾病
で重症認定を受けている方

対象

３カ月間８,２５０円まで
（１ℓにつき５５円を助成。
１５０ℓまで助成。領収証に
よる請求）

６カ月間１万円まで
（領収証による請求）

助成
内容

４月・７月・１０月・１月４月・１０月助成月

①身体障害者手帳または愛の手帳またはマル
都医療券

②認め印（スタンプ式は不可）
③本人の口座が分かるもの
④車検証（ガソリン費助成の場合のみ）。登録
車両は本人または同居親族の車両のみ

⑤２６年度課税（非課税）証明書（転入などで東
久留米市で所得確認ができない方のみ）
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